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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

規 則

○給与等の支払事務に関する規則の一部を改正する規則（※）（総務事務センター取扱い）１

○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例施

行規則の一部を改正する規則（※） （デジタル推進課取扱い）１

○鹿児島県優良宅地認定規則及び鹿児島県優良住宅認定規則の一部を改正する規則（※）

（建築課取扱い）２

教 育 委 員 会 告 示

○鹿児島県教育委員会事務局職員の駐在機関等の一部改正（※） （総務福利課取扱い）３

○会計年度任用職員の報酬について任命権者が別に定める各給料表の適用範囲等の一部

改正（※） （総務福利課取扱い）３

人 事 委 員 会 規 則

○一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部を改正する規則（※）（職員課取扱い）４

道 路 公 社 公 告

○指宿有料道路（Ⅱ期）及び指宿有料道路（Ⅲ期）を一の道路として料金を徴収するこ

とについての料金の額及び料金徴収期間の公告の一部を変更する公告（道路公社取扱い）４

給与等の支払事務に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和７年３月28日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県規則第14号

給与等の支払事務に関する規則の一部を改正する規則

給与等の支払事務に関する規則（昭和47年鹿児島県規則第44号）の一部を次のように改正す

る。

「住居手当
別表中 を「住居手当」に改める。

特定任期付職員業績手当」

附 則

この規則は，令和７年４月１日から施行する。

…………………………………………………

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例施行規則

の一部を改正する規則をここに公布する。

令和７年３月28日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県規則第15号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例施行

規則の一部を改正する規則

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例施行規則

（平成27年鹿児島県規則第43号）の一部を次のように改正する。
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第３条第４項第７号中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。

附 則

この規則は，公布の日から施行する。

…………………………………………………

鹿児島県優良宅地認定規則及び鹿児島県優良住宅認定規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

令和７年３月28日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県規則第16号

鹿児島県優良宅地認定規則及び鹿児島県優良住宅認定規則の一部を改正する規則

（鹿児島県優良宅地認定規則の一部改正）

第１条 鹿児島県優良宅地認定規則（昭和55年鹿児島県規則第５号）の一部を次のように改正

する。

第１条中「，第63条第３項第５号イ及び第68条の69第３項第５号イ」を「及び第63条第３

項第５号イ」に改める。

第２条第１項各号列記以外の部分中「，第63条第３項第５号イ又は第68条の69第３項第５

号イ」を「又は第63条第３項第５号イ」に改め，同項第６号中「第13条の３第10項第２号及

び第21条の19第11項第２号」を「第13条の３第８項第２号及び第21条の19第９項第２号」に

改める。

第８条中「いずれも」の次に「法」を加える。

第９条第１項中「，第63条第３項第５号イ又は第68条の69第３項第５号イ」を「又は第63

条第３項第５号イ」に改める。

「
第28条の４第３項第５号イ

第31条の２第２項第14号ハ

別記第１号様式中 第62条の３第４項第14号ハ を

第63条第３項第５号イ

第68条の69第３項第５号イ
」

「
第28条の４第３項第５号イ

第31条の２第２項第14号ハ
に改め，同様式備考２中「宅地造成等規制法」を「宅地

第62条の３第４項第14号ハ

第63条第３項第５号イ
」

造成及び特定盛土等規制法」に改める。

「
第28条の４第３項第５号イ

第31条の２第２項第14号ハ

別記第２号様式及び別記第３号様式中 第62条の３第４項第14号ハ を

第63条第３項第５号イ

第68条の69第３項第５号イ
」

「
第28条の４第３項第５号イ

第31条の２第２項第14号ハ
に改める。

第62条の３第４項第14号ハ

第63条第３項第５号イ
」

「
第28条の４第３項第５号イ

別記第７号様式中 第63条第３項第５号イ を

第68条の69第３項第５号イ
」
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「
第28条の４第３項第５号イ

に改め，同様式備考２中「宅地造成等規制法」を「宅地
第63条第３項第５号イ

」

造成及び特定盛土等規制法」に改める。

「
第28条の４第３項第５号イ

別記第８号様式中 第63条第３項第５号イ を

第68条の69第３項第５号イ
」

「
第28条の４第３項第５号イ

に改める。
第63条第３項第５号イ

」

（鹿児島県優良住宅認定規則の一部改正）

第２条 鹿児島県優良住宅認定規則（昭和55年鹿児島県規則第６号）の一部を次のように改正

する。

第１条中「，第63条第３項第６号及び第68条の69第３項第６号」を「及び第63条第３項第

６号」に改める。

第２条各号列記以外の部分中「，第63条第３項第６号及び第68条の69第３項第６号」を

「及び第63条第３項第６号」に改め，同条第13号中「租税特別措置法施行令第18条の５第14

項等の規定に基づく国土交通大臣の定める基準」を「租税特別措置法施行令第19条第15項等

の規定に基づく国土交通大臣の定める基準」に改める。

「
第28条の４第３項第６号

第31条の２第２項第15号ニ

別記第１号様式及び別記第２号様式中 第62条の３第４項第15号ニ を

第63条第３項第６号

第68条の69第３項第６号
」

「
第28条の４第３項第６号

第31条の２第２項第15号ニ
に改める。

第62条の３第４項第15号ニ

第63条第３項第６号
」

附 則

この規則は，公布の日から施行する。

鹿児島県教育委員会告示第２号

昭和51年９月27日鹿児島県教育委員会告示第５号（鹿児島県教育委員会事務局職員の駐在機

関等）の一部を次のように改正し，令和７年４月１日から施行する。

令和７年３月28日

鹿児島県教育委員会教育長 地頭所恵

表教育庁静岡県駐在員の項を削る。

鹿児島県教育委員会告示第３号

令和２年３月31日鹿児島県教育委員会告示第２号（会計年度任用職員の報酬について任命権

者が別に定める各給料表の適用範囲等）の一部を次のように改正し，令和７年４月１日から施

行する。

令和７年３月28日

鹿児島県教育委員会教育長 地頭所恵

１のアの表教育委員会の部高校魅力化コーディネーターの項の次に次のように加える。

教 育 委 員 会 告 示
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ＳＳＨコーディネーター ２級 21号給

１のウの表教育委員会の部校務補助員の項中「32号給」を「16号給」に改め，同部文化財発

掘調査補助員の項中「16号給」を「１号給」に改める。

一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和７年３月28日

鹿児島県人事委員会委員長 富永信一

鹿児島県人事委員会規則第２号

一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部を改正する規則

一般職の任期付職員の採用等に関する規則（平成15年鹿児島県人事委員会規則第４号）の一

部を次のように改正する。

第２条中「特定任期付職員（」及び「をいう。以下同じ。）」を削る。

第３条の前の見出し，同条及び第４条を削り，第５条を第３条とし，第６条から第８条まで

を２条ずつ繰り上げる。

附 則

この規則は，令和７年４月１日から施行する。

指宿有料道路（Ⅱ期）及び指宿有料道路（Ⅲ期）を一の道路として料金を徴収すること

についての料金の額及び料金徴収期間の公告の一部を変更する公告

指宿有料道路（Ⅱ期）及び指宿有料道路（Ⅲ期）を一の道路として料金を徴収することにつ

いての料金の額及び料金徴収期間の公告（令和５年３月３日鹿児島県公報第392号の２登載）

の一部を次のように変更する。

令和７年３月28日

鹿児島県道路公社理事長 藤田正之

第２項料金の項の（注）に次のように加える。

５ 有料道路における社会実験への料金適用についての特別措置

有料道路において社会実験として，以下のとおり料金割引又は料金設定が実施できるも

のとする。

イ 割引をする自動車

有料道路の料金に係る社会実験に参加する全自動車とする。

ロ 割引率

個々の社会実験毎に実験内容に合わせて割引率又は料金の額を適宜設定する。

ハ 実施する期間

実施する期間を限定する。

ニ 適用区間

個々の社会実験毎に実験内容に合わせて適用区間を限定する。

ホ 事前の届出

個々の社会実験毎に上記イからニまでの詳細について，事前に届け出るものとする。

６ 企画割引

償還計画に支障のない範囲内で，以下のとおり割引を実施することができる。

イ 割引をする自動車

個々の企画割引毎に企画内容に合わせて適宜設定する。

ロ 割引率

個々の企画割引毎に企画内容に合わせて適宜設定する。

ハ 実施する期間

人 事 委 員 会 規 則

道 路 公 社 公 告
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実施する期間を個々の企画割引毎に適宜設定する。

ニ 適用区間

個々の企画割引毎に企画内容に合わせて適用区間を適宜設定する。

ホ 事前の届出

個々の企画割引毎に上記イからニまでの詳細について，事前に届け出るものとする。

第３項料金徴収期間の項中「平成２年４月１日から令和24年４月３日まで（換算起算日平成

14年11月30日から40年以内）」を「平成２年４月１日から令和28年12月25日まで（換算起算日

平成21年12月26日から37年間）」に改める。


